
１　評価方法
 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

２　評価項目及び加算項目

配点 加重倍率 評価点
(1-1) 会社の類似業務履行実績 平成29年度から令和３年度の５年間の間に、国、地方自

治体、それに準ずる団体または民間企業等において、図
書館に係る「在り方検討」「基本構想」「運営計画」等
施策策定支援の委託を履行した実績があるか。

5 ×2 10

10

配点 加重倍率 評価点
(2-1) 人員構成並びに統括責任

者、担当者及びアドバイ
ザー等の配置計画。業務
実施体制に関する会社独
自の工夫

業務実施に充分な人員の構成と人数になっているか。業
務分担の内容は適切か。
年間を通して業務を実施するにあたり柔軟に本市の要望
に応じられる体制の工夫や、専門性の高い応対に応じら
れる体制の工夫があるか。 5 ×3 15

(2-2) 統括責任者、主な担当者
及びアドバイザー等の経
歴、類似業務実績

十分な専門性と経験を有した人員が配置されているか。

5 ×2 10

(2-3) 本市との連絡体制図並び
に繁忙期及び非常時等の
バックアップ体制の工夫

本市の業務時間中、どの程度連絡がとれる体制がとられ
ているか。人員が不足する時期や欠けた際のバックアッ
プ体制は現実的で、工夫されているか。

5 ×2 10
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評価の着目点
評価項目２　業務実施体制について

「横浜市の新たな図書館像策定支援業務委託」
提案書評価基準

小計

出席した評価委員（以下「評価委員」という。）は、下表の評価項目についてはＡ～Ｆ（５～０点）の６段階で評価し、加算項目
については１つ満たすごとに１点を加算し、評価点を与える。

評価委員の採点の合計点数が同点の場合は、次の順序で最上位の提案を行った提案者を一位の者として決定する。

提案者が１者のみの場合は、当該提案者の提案が最低制限基準（評価の合計得点の６割）以上であることを条件に、委員長は評価
委員全員の確認をもって、当該提案者を一位の者として決定する。

小計

評価項目１　類似業務の履行実績について
評価の着目点

評価の考え方は、別紙「評価の視点」のとおりとする。
なお、提案書に評価項目に該当する記載がない場合はＦ評価とする。

　ウ　評価委員の各項目の評価におけるＡ評価の合計数が最も多い提案
　イ　加重倍率が３の項目の評価委員の総合計点数が高い提案

なおそれでも合計点数が同点の場合は、評価委員会にて採択を行い、最上位の提案を行った提案者を一位の者として決定する。

　ア　評価項目のうち、「評価項目３　現状及び施策等への理解度について」「評価項目４　業務の運営に関する提案について」
　　の評価の評価委員の総合計点数が高い提案



配点 加重倍率 評価点
（3-1） 貴社が考える横浜市立図

書館の在り方
本市特性・施策、10～20年先の社会情勢予測への理解、
図書館界の一般常識及びトレンドを理解した内容になっ
ているか。論理的に記述されているか。記載された出
典・例示は妥当か。

5 ×3 15

（3-2） 貴社が考える横浜市立図
書館において複合先とし
て想定できる相手方、そ
の相手方との複合館化が
実現した場合の、図書
館・地域等における波及
効果等への考察

本市特性・施策、10～20年先の社会情勢予測への理解、
図書館界の一般常識及びトレンドを理解した内容になっ
ているか。論理的に記述されているか。記載された出
典・例示は妥当か。まちづくりの考え方は妥当か。複合
化による波及効果・影響・留意点への考察は具体的かつ
妥当か。

5 ×2 10

（3-3） 横浜市立図書館の価値や
強みの評価の考え方や表
し方への考察

本市特性、図書館界の一般常識及び先進事例、本市の図
書館行政を理解した内容になっているか。論理的に記述
されているか。記載された出典・例示は妥当か。

5 ×1 5
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配点 加重倍率 評価点
(4-1) 本市想定スケジュールを

踏まえた、詳細なスケ
ジュール

調査・分析、市民意見、外部有識者意見聴取等を反映す
るための詳細かつ妥当なスケジュールになっているか。

5 ×2 10

(4-2) 市民意見を反映するため
のワークショップの手法
や体制

業務説明資料「６(2)市民ワークショップの運営」を実施
するにあたり、当日運営及び進行が支障なく実施できる
手法・体制となっているか。また、多様な市民の意見を
広く引き出し反映できる手法となっているか。

5 ×2 10

(4-3) 効率的に業務を実施する
ための工夫

年間を通して策定支援業務を実施するにあたり、会社独
自のデータ活用や業務実施の工夫など、業務を円滑的に
かつ効果的に実施するための提案がなされているか。手
法等は現実的かつ説得力があるか。

5 ×1 5
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配点 加重倍率 評価点
(1)

1 - 1
(2)

1 - 1
(3)

1 - 1

(4)
1 - 1

(5)

1 - 1
(6)

1 - 1

6
合計 106

評価項目３　現状及び施策等への理解度について
評価の着目点

次世代育成支援対策推進法による認定の取得（くるみんマーク）、女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定の取得（えるぼ
し）、又は、よこはまグッドバランス賞の認定の取得状況

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく一般
事業主行動計画の策定状況（従業員101人未満の場合のみ加算）

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定状況（従業員
101人未満の場合のみ加算）

小計

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又は、横
浜健康経営認証のAAAクラス若しくはAAクラスの認証

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.3％の達成（従業員43.5人以上）、又は障
害者を1人以上雇用（従業員43.5人未満）

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づくユースエール認定
の取得状況

加算項目

評価の着目点

小計

評価項目４　業務の運営に関する提案について

加算項目　ワーク・ライフ・バランス、障害者雇用、健康経営に関する取組について

小計



配点 加重倍率 評価点 Ａ（５点） Ｂ（４点） Ｃ（３点） Ｄ（２点） Ｅ（１点） F（０点）
(1-1) 会社の類似業務履行実績 平成29年度から令和３年度の５年間の間に、国、地方自治

体、それに準ずる団体または民間企業等において、図書館
に係る「在り方検討」「基本構想」「運営計画」等施策策
定支援の委託を履行した実績があるか。

5 ×2 10

類似業務の履行実
績が複数あり、か
つ、中核市以上の
規模の地方自治体
の履行実績があ
る。

類似業務の履行実
績が複数あるが、
中核市以上の規模
の地方自治体の履
行実績はない。

類似業務の履行実
績がある。

- -
類似業務の履行実
績はない。または
記載がない。

10

配点 加重倍率 評価点 Ａ（５点） Ｂ（４点） Ｃ（３点） Ｄ（２点） Ｅ（１点） F（０点）
(2-1) 人員構成並びに統括責任

者、担当者及びアドバイ
ザー等の配置計画。業務
実施体制に関する会社独
自の工夫

業務実施に充分な人員の構成と人数になっているか。業務
分担の内容は適切か。
年間を通して業務を実施するにあたり柔軟に本市の要望に
応じられる体制の工夫や、専門性の高い応対に応じられる
体制の工夫があるか。

5 ×3 15

業務実施に十分な
人員構成と人数と
なっており、体制
面で独自の工夫が
盛り込まれてい
る。

業務実施に十分な
人員構成と人数と
なっている。

業務実施に最低限
必要な人員構成と
人数となってい
る。

やや不十分であ
り、実施体制に不
安な点がある。

不十分であり、人
員体制が整ってい
ない。

記載がない。

(2-2) 統括責任者、主な担当者
及びアドバイザー等の経
歴、類似業務実績

十分な専門性と経験を有した人員が配置されているか。

5 ×2 10

本業務に関連する
専門性と経験を有
する人員が、統括
責任者に配置され
ており、なおかつ
担当者またはアド
バイザー等に2名以
上配置されてい
る。

本業務に関連する
専門性と経験を有
する人員が、統括
責任者に配置され
ており、なおかつ
担当者またはアド
バイザー等に1名以
上配置されてい
る。

本業務に関連する
専門性と経験を有
する人員が、統括
責任者に配置され
ている。

やや不十分であ
り、専門性と経験
を有する人員の配
置に不安な点があ
る。

不十分であり、専
門性と経験を有す
る人員の配置が乏
しい。

専門性と経験を有
する人員が配置さ
れていない。また
は記載がない。

(2-3) 本市との連絡体制図並び
に繁忙期及び非常時等の
バックアップ体制の工夫

本市の業務時間中、どの程度連絡がとれる体制がとられて
いるか。人員が不足する時期や欠けた際のバックアップ体
制は現実的で、工夫されているか。

5 ×2 10

特に優れており、
通常時及び繁忙期
や緊急時において
も万全の体制が組
まれている。

優れており、通常
時及び繁忙期や緊
急時においても標
準以上の体制が組
まれている。

標準的であり、通
常時及び繁忙期や
緊急時においても
ある程度の体制が
組まれている。

やや不十分であ
り、通常時及び繁
忙期や緊急時にお
いて業務継続に不
安な点がある。

不十分であり、通
常時及び繁忙期や
緊急時において業
務継続に支障が生
じる可能性があ
る。

通常時及び繁忙期
や緊急時において
業務継続に支障が
生じる。または記
載がない。
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配点 加重倍率 評価点 Ａ（５点） Ｂ（４点） Ｃ（３点） Ｄ（２点） Ｅ（１点） F（０点）
（3-1） 貴社が考える横浜市立図

書館の在り方
本市特性・施策、10～20年先の社会情勢予測への理解、図
書館界の一般常識及びトレンドを理解した内容になってい
るか。論理的に記述されているか。記載された出典・例示
は妥当か。

5 ×3 15
特に優れており、
非常に参考となる
考察となってい
る。

優れており、参考
となる考察となっ
ている。

必要水準を満たし
た考察となってい
る。

やや不十分であ
り、妥当性がやや
低い考察となって
いる。

不十分であり、妥
当性が低い考察と
なっている。

外れた考察となっ
ている。または記
載がない。

（3-2） 貴社が考える横浜市立図
書館において複合先とし
て想定できる相手方、そ
の相手方との複合館化が
実現した場合の、図書
館・地域等における波及
効果等への考察

本市特性・施策、10～20年先の社会情勢予測への理解、図
書館界の一般常識及びトレンドを理解した内容になってい
るか。論理的に記述されているか。記載された出典・例示
は妥当か。まちづくりの考え方は妥当か。複合化による波
及効果・影響・留意点への考察は具体的かつ妥当か。 5 ×2 10

特に優れており、
非常に参考となる
考察となってい
る。

優れており、参考
となる考察となっ
ている。

必要水準を満たし
た考察となってい
る。

やや不十分であ
り、妥当性がやや
低い考察となって
いる。

不十分であり、妥
当性が低い考察と
なっている。

外れた考察となっ
ている。または記
載がない。

（3-3） 横浜市立図書館の価値や
強みの評価の考え方や表
し方への考察

本市特性、図書館界の一般常識及び先進事例、本市の図書
館行政を理解した内容になっているか。論理的に記述され
ているか。記載された出典・例示は妥当か。

5 ×1 5
特に優れており、
非常に参考となる
考察となってい
る。

優れており、参考
となる考察となっ
ている。

必要水準を満たし
た考察となってい
る。

やや不十分であ
り、妥当性がやや
低い考察となって
いる。

不十分であり、妥
当性が低い考察と
なっている。

外れた考察となっ
ている。または記
載がない。
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配点 加重倍率 評価点 Ａ（５点） Ｂ（４点） Ｃ（３点） Ｄ（２点） Ｅ（１点） F（０点）
(4-1) 本市想定スケジュールを

踏まえた、詳細なスケ
ジュール

調査・分析、市民意見、外部有識者意見聴取等を反映する
ための詳細かつ妥当なスケジュールになっているか。

5 ×2 10
特に優れており、
業務実施にあたり
十分な見通しが
立っている。

優れており、業務
実施にあたり見通
しが立っている。

標準的であり、業
務実施にあたりあ
る程度の見通しが
立っている。

やや不十分であ
り、業務実施にあ
たり不安な点があ
る。

不十分であり、業
務実施にあたって
の見通しが立って
いない。

本市想定スケ
ジュールと同レベ
ルの記載に留まっ
ている。また記載
がない。

(4-2) 市民意見を反映するため
のワークショップの手法
や体制

業務説明資料「６(2)市民ワークショップの運営」を実施
するにあたり、当日運営及び進行が支障なく実施できる手
法・体制となっているか。また、多様な市民の意見を広く
引き出し反映できる手法となっているか。

5 ×2 10

運営手法・体制が
特に優れており、
市民意見の反映に
あたり現実的かつ
非常に効果的な提
案がされている。

運営手法・体制が
優れており、市民
意見の反映にあた
り現実的かつ効果
的な提案がされて
いる。

標準的な運営手
法・体制が整って
おり、市民意見の
反映にあたり現実
的な提案がされて
いる。

運営手法・体制が
やや不十分であ
り、市民意見の反
映にあたりやや不
十分な提案となっ
ている。

運営手法・体制が
不十分であり、市
民意見の反映にあ
たり不十分な提案
となっている。

市民意見の反映が
形骸化する提案と
なっている。また
は記載がない。

(4-3) 効率的に業務を実施する
ための工夫

年間を通して策定支援業務を実施するにあたり、会社独自
のデータ活用や業務実施の工夫など、業務を円滑的にかつ
効果的に実施するための提案がなされているか。手法等は
現実的かつ説得力があるか。

5 ×1 5

特に優れており、
業務実施にあたり
現実的かつ非常に
効果的な提案がさ
れている。

優れており、業務
実施にあたり現実
的かつ効果的な提
案がされている。

標準的であり、業
務実施にあたり現
実的な提案がされ
ている。

やや不十分であ
り、業務実施にあ
たり効果や現実味
がやや薄い提案が
されている。

不十分であり、業
務実施にあたり効
果や現実味が薄い
提案がされてい
る。

業務実施にあたり
効果がないまたは
非現実的な提案が
されている。また
は記載がない。
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配点 加重倍率 評価点
(1)

1 - 1
(2)

1 - 1
(3)

1 - 1

(4)
1 - 1

(5)

1 - 1
(6)

1 - 1

6
合計 106
小計

「横浜市の新たな図書館像策定支援業務委託」
評価の視点

小計
加算項目　ワーク・ライフ・バランス、障害者雇用、健康経営に関する取組について

加算項目
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定状況（従業員101
人未満の場合のみ加算）

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく一般事
業主行動計画の策定状況（従業員101人未満の場合のみ加算）

次世代育成支援対策推進法による認定の取得（くるみんマーク）、女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定の取得（えるぼ
し）、又は、よこはまグッドバランス賞の認定の取得状況

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づくユースエール認定の
取得状況

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.3％の達成（従業員43.5人以上）、又は障害
者を1人以上雇用（従業員43.5人未満）

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又は、横浜
健康経営認証のAAAクラス若しくはAAクラスの認証

評価の着目点

小計
評価項目４　業務の運営に関する提案について 評価

評価

評価の着目点

小計
評価項目２　業務実施体制について 評価

評価の着目点

小計
評価項目３　現状及び施策等への理解度について 評価

評価の着目点
評価項目１　類似業務の履行実績について


